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産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会（第９回） 

 

議事録 

 

１． 日時  平成２７年３月２０日（金）１０：００～１２：００ 

 

２． 場所  経済産業省 別館３階３１２会議室 

 

３． 議題 

（１） 電気保安の現状について 

 

（２） 今後の電気保安のあり方について 

 

（３） 審議・決定事項 

１. 多目的ダムの電気事業法の適用について 

 

（４） 報告事項 

１. 大規模地震時の電気火災の発生抑制策について 

２. 微量ＰＣＢ含有電気工作物に係る取扱いの明確化について 
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〇渡邉電力安全課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第９回電力安全小委員会

を開催いたします。 

 本日は、ご多用の中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 事務局の電力安全課長の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の委員でございますけれども、21名中19名ご出席ということでございます。定足数を満たし

ております。なお、宮島委員におかれましては、遅れてご参加ということでございます。 

 まずは、商務流通保安審議官の寺澤よりご挨拶申し上げます。 

〇寺澤商務流通審議官  おはようございます。商務流通保安審議官の寺澤でございます。本日も

また、お忙しい中、電力安全小委員会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は、いろいろテーマはあるのですけれども、最も大きなテーマは、電力保安をどうするのか

という全体的な見直しでございます。これまでも毎回毎回、個別具体的に、逐次的に、アドホック

に１つ１ついろいろな規制の見直しをご議論させていただいたわけですけれども、電力システム改

革も進んできていますし、一方では分散型電源が相当程度入ってきているとか、あるいは民間の保

安水準も向上しているとか、もろもろのいろいろな変化がある中で、個別具体的、アドホックだけ

ではなくて、電力保安の規制とか安全基準とか全体を改めて見直すというタイミングかなというふ

うに考えている次第でございます。 

 いろいろな視点があると思います。例えば、どんどん新しい技術が入ってきている、国際化もど

んどん進めている、そういうときに役所のほうで、あるいは公的に細かいところまで全部決めるの

がいいのか、もっと事業者の創意工夫を生かす、そうした規制もあってもいいのではないかと、こ

うした視点もあるかと思います。あるいは、いろいろな保安水準全体が上がっている中で、他方で

は分散型電源で大量の数の電源も入ってきている。そうした中で、規制のめり張りといいますか、

リスクの大きさに応じて規制の重点化を図っていく、そういう視点もあり得るかと思います。 

 あるいは新規参入者の方がどんどんふえていくという中で、これまで事故がありますと電力業界

の狭い世界の中で、もちろん共有はあったわけですけれども、これからいろいろプレイヤーがふえ

てくる中で、どのように事故情報を共有するのか。しかも、単に共有ではなくて、より効果的に付

加価値をつけて事故情報を事故の防止に向けて活用していくのか、ある種のソフト的な保安のイン

フラといいますか、ハードではないのですけれども、保安のインフラ、ソフトなインフラを高める、

そういう視点もあるのではないかと思います。 

 いずれにしても、いろいろな観点からの議論がなし得ると思います。もちろん、きょう１日で終

わるわけではなくて、きょうは全体的な方向感、方向性について議論していただき、こうした全体
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的な見直しのキックオフということにさせていただければと考えております。 

 ２点目は、急に具体的になって申しわけないのですけれども、現在多目的ダムについては、電気

事業法と河川法の規制が両方かかっています。両方ダブってかかっている中で、今後、多目的ダム

についてどのように規制を適用していくべきか。これは非常に具体的なテーマですけど、これはぜ

ひご審議していただきたいということでございます。 

 また、その他報告事項がもろもろございます。例えば、昨今いろいろ報道もございますけれども、

大規模地震の際の電気火災を減少させるための対策とか、いろいろな取り組みをさせていただいて

いますので、それについてご報告をさせていただきたいと思います。 

 非常に盛りだくさんではございます。特に最初のやつは、盛りだくさんを超えて非常に幅広いテ

ーマだと思います。本日もまた、皆様から活発なご意見をちょうだいできれば幸いでございます。

本日もどうかよろしくお願いいたします。 

〇渡邉電力安全課長  それでは、議事次第をごらんいただければと思います。 

 本日の議題でございますけれども、先ほどご紹介させていただきましたとおりでございますが、

議事次第にございます５件につきましてご議論いただければと思っております。 

 配付資料の確認をさせていただきます。配付資料の一覧のとおり、資料１から５までの資料がご

ざいます。配付資料に不備等ございましたら、議事進行中でも挙手をしてお知らせいただければと

思っております。 

 それでは、以降の進行を横山委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

〇横山委員長  皆さん、おはようございます。年度末のお忙しいところをお集まりいただきまし

て、ありがとうございます。 

 きょうの議題は、先ほど寺澤さんからお話のあったとおりでございます。お手元の議事次第の、

まず議題１番と２番の「電気保安の現状について」と、「今後の電気保安のあり方について」、こ

れを一緒にご審議をいただきたいというふうに思います。 

 それでは、まず資料１と２について、事務局のほうから続けてご説明をお願いしたいと思います。 

〇渡邉電力安全課長  それでは、まず資料１をごらんいただければと思います。Ａ４の横のポン

チ絵のものでございますけれども、「電気保安の現状」ということでご紹介させていただきます。

毎年度でございますが、12月に電気保安統計等まとめておりまして、25年度のものにつきまして昨

年の12月に取りまとめ、公表させていただいたものの抜粋ということでございます。 

 まず、めくっていただきまして１ページでございますが、事故件数の推移ということでございま

す。電事法における事故報告の全体の件数ということでございますが、１万3,886件ということで
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ございます。右の下の表にございますように、高圧配電線路は１万2,000件を超えるということで

ございまして、９割を占めるということでございます。これは、雷であったり、あるいは他のもの

との接触であったりというようなことで、高圧の配電線路について事故が多いということでござい

ます。 

 ２つ目の〇でございますけれども、やはり自然災害の発生が多かった年、あるいは大規模な自然

災害被害が発生した年というのが比較的多いというのが、この左の下の過去平成16年からの推移と

いうことでございます。 

 また、めくっていただきまして２ページでございますが、その中で死傷事故、重大な事故という

ことでございますけれども、推移を取り上げたものでございますが、まず電気工作物による人身被

害の事故の件数の推移というのが左のほうのグラフということでございます。電気火災、感電死傷

等々ということでございますが、ざっくりとみますと、おおむね横ばいかということでございます

けれども、また人の作業の方の過失等々についての情報につきましては、また別途資料２のほうで

ご紹介させていただければと思いますけれども、電気工作物による被害というのはこのようなこと

で推移しているということでございますが、これは国際比較をすると、ということでございまして、

きょう出ていただいておりますけれども、電気保安協会全国連絡会のほうで作成いただいたもので

ございますが、欧州の銅協会資料をもとにということで、感電死亡者数と住宅電気火災でございま

す。 

 したがって、左のグラフの電気火災、これは住宅を含みませんので電気工作物ということでござ

いますけれども、これとは違う電気火災ということでございますが、各国の比較をしたものがこれ

ということでございます。ベースとしましては、家の中にある家電製品等々の火災も含まれた、横

ならびのそろったものということでございますけれども、このように事故件数は少ない、死亡者数

は少ないというようなことでございます。 

 めくっていただきまして３ページでございますが、個別設備の状況を幾つかご紹介させていただ

ければと思います。まず、ここは火力発電設備ということでございまして、左の下のほうが電気事

業者、右のほうは自家用の電気工作物の設置者ということでございますが、おおむね横ばいあるい

は減少傾向かということでございます。ただ、件数でみますと、棒グラフでございますが、足元、

増加しているというのがございます。ただ、率でみると、そこはふえているということでもないの

かなということでございますが、３・１１以降、火力発電設備につきまして高稼働が続いていると

いうようなことからの帰趨かというふうに思っております。 

 次の４ページでございますが、水力発電設備でございます。これにつきましては、件数、事故率
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も近年増加をしているということではないかというのが読み取れるというふうに思っております。

また、グラフの右側の軸に事故率を入れておりますけれども、先ほどの火力と単位としましては合

わせております。100万kW当たり、あるいは10億kWh当たりということでございますけれども、この

率自体やはり高いということでございます。背景には、自然災害の激甚化の影響等があるのではな

いかということでございます。 

 次の５ページでございますが、風力発電設備でございます。これにつきましては、昨年もご議論

いただいたところでございますけれども、事故率については改善がみられるということであろうか

ということでございますが、事故の件数として増えてきているということも言えるのではないか。

また、その事故率自体、火力と比べますと桁が違うというようなことでございます。 

 また、公衆被害のおそれがある風車の落下、ブレードの損傷事故というものが最近も発生してい

るということでございまして、適切なメンテナンスがなされていなかったというようなことが要因

として挙げられるということでございまして、これについては定期検査を導入するという方向にな

っているところでございます。 

 次の６ページでございますが、個別設備の状況の最後でございますけれども、これは変電設備と

送配電設備ということでございます。変電設備、送電線路・特別高圧配電線路と高圧配電線路ごと

の件数と事故率は、ここに書いてありますような単位で記載しておりますけれども、おおむね事故

率について横ばいというようなことであろうかなということでございます。平成22年度につきまし

ては、変電設備あるいは特別高圧の配電線路等におきまして、３・１１の影響ということで高く出

ているというようなことでございます。 

 以上がざっくりとしたところでございますが、保安の現状ということでご紹介させていただきま

した。 

 続きまして、資料２でございます。資料２をみていただければと思いますが、めくっていただき

まして目次、１ページでございますけれども、このような観点で今後の電気保安のあり方について

整理、分析なりさせていただき、検討課題についてご提示申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

 めくっていただきまして２ページでございますが、電気保安規制の見直しの必要性というところ

でございます。冒頭、寺澤のほうから申し上げたところでございますけれども、まず１つ目の〇で

ございますが、システム改革というものが進んできているということでございます。第３弾まで閣

議決定されて、国会の審議を待つという状況にあるということでございます。 

 こういった中で、２つ目の〇でございますが、環境変化の一層の進展が想定されるということで
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ございまして、今後の事業環境を踏まえて電気保安システムを構築するということが必要ではない

かということでございます。申し上げておりますように、個別の規制緩和要望等々課題が出たとき

に対応してきた。これはこれで対応してきた、着実に実施してきたということであろうかというふ

うに思っておりますけれども、この機に電気保安のあり方について、目的まで立ち返りまして、改

めて検討、最適化を図ってはどうかということでございます。 

 これまでの電力システム改革の議論の中で使用前自己確認制度、これは第２弾で措置させていた

だいたものでございますが、下のほう、四角の外にございますけれども、使用前自己確認制度の導

入ということで、事業用電気工作物のうちリスクが低いものについて、工事計画届け出、使用前の

安全管理検査に代えて、自ら検査していただき、それを報告いただくという簡素なプロセスを導入

したということでございます。 

 戻っていただきまして３つ目の〇のところでございますが、風力発電設備については、昨年末の

この委員会のほうでご議論いただきまして、定期検査を導入しようということで、これは第３弾で

措置しようということになっているところでございます。このような形で、３つ目の〇のところの

２行目でございますが、法規制の構えは整備をされてきたのかなということでございまして、そう

しますと、具体的な個別の中身でございますけれども、保安規制の具体的内容ということ、さらに

は、それを考えるに当たっては、その手法についてさらなる高度化・効率化に向けた取り組みをし

ていくということが必要ではないかという問題意識をもっているということでございます。 

 次の３ページでございますが、これまでの電気保安規制変遷につきまして整理したものでござい

ます。下のところに、昭和39年に制定されて以降の大きな改正につきまして記述させていただいて

おりますけれども、平成９年には技術基準について、これの取り扱いにつきまして、今日のテーマ

の一つということになるわけでございますが、性能規定化はもう既にしているということでござい

ます。また、平成11年には、工事計画認可の原則廃止、届け出化というようなことで、さらには国

による直接検査の原則廃止ということで、自主検査化ということでございますが、自主保安の方向

にかなりまたかじを切り、進めてきているということでございます。 

 今、近年ということでございますけれども、時代が要請する個別の規制の見直しというようなこ

とに対応してきているということでございますが、大きな流れとしては、こういう過去に出してい

ただいた自主保安という流れの中に乗って進めてきているということでございます。 

 ４ページでございますが、検討の前提といたしまして、申し上げました目的とさらには民間自主

保安、これでもって保安を確保するということでございまして、この考え方について押さえておき

たいというのがこの４ページの資料でございます。 
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 目的のところでございますが、１条に書かれておりますのは電気保安につきまして、もちろん事

業法でもございますので、そちらの目的もあるわけでございますが、保安についてはこのような記

載がされております。環境アセスについて法の中に取り入れたというようなことがございまして、

環境の保全というような形で、途中で変わった文言もございますが、基本的にはその２つ目の〇に

ございますように、技術基準の要件として掲げられている４つが主な目的というふうに整理してい

いのではないかということでございます。この４点につきましては、今きっちりとこれは維持され

ているわけでございますが、今後においても目的とするということではないかということでござい

ます。人体への危害、物件の損傷防止、電気的・磁気的な障害の防止、さらには供給支障、波及事

故、さらにはみずからの設備で供給支障を生じさせないということの、この４点だろうということ

でございます。 

 右のほうでございますが、民間自主保安のあり方ということでございますけれども、これは一番

下のところに入れさせていただいております平成11年１月の電力安全問題検討合同小委員会、まさ

にこの委員会の前身の委員会というようなことでございますけれども、このような役割、民間自主

保安のあり方というのを打ち出しているところということでございます。国の役割は、ルールの策

定とその遵守状況の監視、事後規制の機動的・効果的な発動に重点を置くというようなところが提

言されておるところでございますし、そのため、技術基準の適合性の審査・検査という国の事前関

与を原則として廃止するのだということでございます。４つ目の〇でございますが、保安規程、主

任技術者制度というのは自主保安の要であるということでございます。これを検討の前提として押

さえておきたいということでございます。 

 次の５ページでございますが、次の５、６、７と現行の電気保安制度につきましていろいろな観

点から整理をさせていただいたものでございます。まず、国の関与という観点で５ページございま

すけれども、事前関与と事後関与と、こういうような形になっているということでございまして、

事前関与の工事計画の認可、届け出というのもあるということでございます。 

 事後関与のところの使用前自己確認のところ、点々とありますが、第２弾改正で措置ということ

で、2016年、来年の４月からの施行を目指すということでこのような記載にさせていただいており

ますけれども、事後関与についてルートをつくったというようなことでございます。 

 これらを支える、自主保安を実効的たらしめる仕組みとして、下にございます、先ほど要という

ことで報告書にも記載がございました、保安規程と主任技術者制度というものがあるということで

ございます。 

 次の６ページでございますけれども、事業区分別の適用関係という形で整理をしたものでござい
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ます。電気工作物の種類に応じてこのような規制がかかっている、かかっていないということでご

ざいまして、事業用のところについて、ハードのものについては、基本は同じように規制がかかっ

ているということでございますけれども、先ほどの保安規程と主任技術者制度につきましては、事

業用の中にありましても電気事業用と自家用と、さらには現行の電気事業というのは４種類あるわ

けでございますけれども、その中でも扱いの違いはあるということでございます。 

 また、報告規則に関しましても、電気事業用と自家用では、いただいている情報も差があるとい

うようなことでございます。これが現行制度の整理ということでございます。 

 次の７ページでございますけれども、技術基準関係ということで整理をさせていただいておりま

す。先ほどご紹介させていただきましたように、平成９年に省令レベルの基準、当時は仕様基準が

そこで定められていたわけでございますが、性能規定化をしたということでございまして、今この

ような構成になっていると整理ができるのではないかということでございます。 

 電気、火力、水力、風力それぞれの設備の特性に応じて技術基準、省令、さらにはその解釈が整

理をされているということでございますが、省令にございました仕様のところを解釈ということで

落とし、さらにはこの解釈は絶対的なものではなくて一例、省令を満たす例として、レファレンス

として措置をさせていただいたということでございます。吹き出しのところでございますが、国際

・海外規格、国内規格等々部分的に引用されているのですけれども、規格全体としての直接の引用

がないということで、例えば海外の規格には合っていて、それを入れたいということでございます

が、申し上げた解釈というものがございまして、ほかの規格について解釈のレベルで、これを満た

せば省令を満たすというものとして措置されていないということでございまして、規格製品をその

まま利用することができないという面があろうということでございます。 

 さらには、その解釈と並びでそういったものを入れるということに当たりましては、評価や改正

手続に時間を要するというようなことになっていて、機動的な形になっているということではない

のではないかということでございます。 

 以上が現行の電気保安制度の全体像ということでございますが、次の８ページでございますけれ

ども、電気保安上の重大事故の状況ということで、先ほど紹介していただいたものに加えまして、

２ページにわたりましてご紹介させていただいております。８ページにつきましては、これは電気

工作物の損壊による重大事故件数ということでございまして、減少の傾向にもあるのかなというこ

とでございます。 

 次の９ページでございますけれども、重大事故の状況ということでございますが、これは感電死

傷事故、死亡事故ということの要因分析なりをさせていただいたものでございますけれども、左の
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ほうのグラフにつきましては、これは電気事業者だけでございますので、自家用の工作物の設置者

の数を入れますと、実は近年も死者として10数名ぐらいということでございますし、死傷者として

は３桁に迫ろうかということでございます。その要因の分析ということでございますが、右の下の

表でございますけれども、過失なり作業方法の不良というものによって感電事故が発生していると

いうことでございまして、先ほどの電気工作物による事故よりも、こういった実際に従業員の方々

に死傷を及ぼすという事故については、労働安全上の問題という面もあろうというようなことでご

ざいます。 

 次のページでございますけれども、次ページ以降、環境変化・課題ということで、幾つかの切り

口で整理をさせていただいております。10ページにつきましては、技術の多様化・ビジネススピー

ドの加速ということでございます。繰り返しでございますけれども、再生可能エネルギーを中心に

技術革新が加速ということで、どんどんこれはもう入ってきているということでございます。それ

に対応するということもいえようかと思いますけれども、平成９年には技術基準の性能規定化も既

に実施してきているということでございますけれども、幾つか問題もあろうということでございま

して、省令レベルで仕様基準が残っている面もあると。解釈におきまして、やや細かく仕様基準が

定められておりますので、それの適合というのを証明するのに時間がかかると。ほかの規格もそれ

と同等のものを必要とするということで、その確認にも時間がかかるというようなことでございま

す。結果的に、技術基準の解釈なのですけれども、絶対基準として扱われている面もあるのではな

いかということでございます。 

 省令レベルで仕様基準が残っている例としまして、燃料電池の設備につきまして、燃料ガス・水

素ガスをパージする強制排出する仕組みを求めておりますけれども、目的としては爆発を防止する

ということでございますので、それ以外の方策もあるのではないか。さらには輸入ボイラー、欧州

のほうではバイオマス発電というのが活発でございますので、そういったのを入れようというとき

には、例えば安全率が違って、同等ということがいえないのではないかというようなことでござい

まして、これについては見直し作業中ということでございますが、そういった状況にあると。新技

術や輸入品等が十分に活用できていない状況にあるということではないかということでございます。

もちろん、実際日本電気協会におかれましては、民間の自主規格等々つくっていただいて、それを

解釈のほうに取り入れるということをさせていただいておりますけれども、行政サイドのほうでな

かなかそういう取り組みにきっちりと応えられていないという面があるのではないかというふうに

理解しております。 

 次の11ページでございますが、新規設備・新規参入者の急増ということでございまして、繰り返



- 10 - 

 

しのところもございますけれども、分散型電源の導入拡大ということでございまして、さまざま入

ってくる、それに応じましてリスクなりの評価をして、例えば工事計画の届け出範囲の改正等々や

ってきたというのが、右の下の表ということでございます。このように仕上がりとしてみてみます

と、かなりばらつきがあるということでございまして、それぞれのタイミングで保安実績なりを調

べ、ご議論いただいてと、改正してきたことはおかしくはなかったわけでございますが、横並びで

みてどうかというようなことまでなかなか手が回っていなかったということでございまして、さら

に分散型電源ということで小さなもので入ってきたわけでございますけれども、コンベンショナル

なものに比べれば小さなもので入ってきたということでございますが、近年はそれぞれ風力にしろ

太陽光にしろ大型化してきているということでございまして、そういったものに対応してきている

のかというようなことの問題意識がございます。 

 したがいまして、１つ目の〇の３行目でございますが、電源ごとの設備リスクという観点で、き

ちっともう一度検討する必要があるのではないかということでございます。 

 さらに２つ目の〇でございますが、保守管理経験の乏しい新規参入者の方々が増加しているとい

うことでございまして、今後、主任技術者の不足と管理がおろそかになってはいかぬわけでござい

ますが、そういう恐れがあるのでないかという問題意識があるということでございます。とりわけ

電気主任技術者に関しましては、資格試験制度あるいは外部委託制度とか、そういった措置を講じ

させていただいているところでございますが、ＢＴ、ＤＳに関しましてはそういったことについて、

今現在進行形で措置をさせていただいている、検討しているところもございますけれども、この有

資格者の確保が困難な状況が出てくるということではないかということでございます。 

 次の12ページでございますけれども、外生的・構造的課題の顕在化ということでございます。先

ほど来の話に加えて申し上げますと、自然災害とかサイバー攻撃等外生的要因というのも増えてき

ているのではないか。設備の高経年化、電気保安人材の減少という構造的な問題がある。さらには、

多様な事業者が参入する中で、事故情報の分析・水平展開がきちっとなされているというような状

況ではないのかなということでございまして、共通的なこういった課題があるということでござい

ます。こういった情報については、共通財として位置付けをしていきたいというふうに考えている

次第でございます。 

 次の13ページでございますけれども、今後の電気保安のあり方ということでございまして、保安

の現状は、先ほど来ご説明申し上げたところでございます。今後の電気保安のあり方としての考え

方でございますけれども、外生的あるいは構造的な課題がさまざま顕在化をしてきているというこ

とでございまして、こういう状況を踏まえて、今後の電気保安行政については、個別の案件審査を
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中心とした保安規制の運用という守りの規制行政については、リスクの高い分野に重点的にシフト

をし、民間の自主保安をさらに進めるということと、先ほど来申し上げております新たな課題に対

して、効果的な対策を先手を打って検討していくという、いわゆる攻めの保安行政に強化していく

という必要があるのではないかということでございます。 

 「このため、」ということでございますが、目的である人体の危害・物件の損傷の防止等々の観

点から、設備の種類・規模、設置環境、設置主体の保安実績などを踏まえて、電気工作物のリスク

を全て再評価し、それに応じた規制内容の見直しということが必要ではないかという問題意識でご

ざいます。 

 次のページから具体的な検討課題ということでございますが、まず14ページでございますけれど

も、新技術や創意工夫を促進する規制への転換ということで、２点掲げさせていただいております。 

 まず(1)でございますが、新技術や事業者の創意工夫、輸入製品などが早期に実用化されるよう

に、技術基準のさらなる性能規定化を進めてはどうかということでございます。３つございます。 

 ①でございますけれども、性能化をさせていただいた技術基準省令ですけれども、よくぐっとも

う一度見ますと、一部仕様的なものも残っているのではないかということで、これをさらなる性能

規定化を進めるということでございます。 

 ②でございますが、解釈についてということでございますけれども、ややもすると、省令で規定

されております安全のレベルを維持するというために、ひょっとすると過剰になっているところも

ある可能性がございまして、そこのところについては必要十分な内容にちゃんと改めていくという

ことでございます。 

 ③でございますが、並行的に公的機関や学会など適切な検討主体のもとで策定させていただいて

おります、先ほど申し上げました日本電気技術規格委員会などにおきましてやっていただいている

わけでございますけれども、こういったものについて、迅速かつ円滑に取り入れていくということ

をきっちり進めていくというのが必要ではないかということでございます。その際、先ほど安全率

の表を示させていただきましたが、国内の他法令との整合性も必要だろうということでございます。 

 (2)、２番目でございますけれども、規制上のインセンティブを付与し、先進的な取り組みをや

り、保安水準を上げておられる方々は、さらにその取り組みを加速していただくようなシステムを

導入していってはどうかということでございます。現行制度におきましても、実は安全管理審査に

おきまして、その設置者におかれて体制がきっちりとしているというところにつきましては、国あ

るいは登録安全管理審査機関の審査について、３年に１回で、３年間やったものを一括してみると

いうような仕組み、あるいは火力発電の定期検査の実施時期でございますけれども、設備の余寿命
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が適切に評価されている場合には延期を認めるというようなことで、現行の制度もこのようなイン

センティブが入っているわけでございますけれども、こういった取り組みをほかの分野でも、ほか

のところでも入れていくことによって、より高い保安水準を自ら設置者の方々が目指していただけ

るというようなことの仕組みを導入していくべきではないかということでございます。 

 次の15ページでございますが、リスクに応じた規制の再整備という観点で準備をしております。

これについて１点ということでございますが、(3)でございますけれども、ハード規制及びソフト

規制につきましては、対象設備や運用ルールについて、各設備の電気保安上のリスクを踏まえた見

直しを行うべきではないか。先ほど来の話ということでございますけれども、１つ目としましては、

工事計画対象設備の見直し、使用前自己確認制度への移行ということでございまして、工事計画の

届け出あるいは認可につきましては、事前の措置ということでございますけれども、これについて

は、もちろん必要なものは認可なり、あるいは届け出の審査が必要だということでございますけれ

ども、設備リスクに応じて、これは事前規制ということでございますので、見直し・最適化を図っ

ていくということが必要だろうと。 

 事後関与という点から申し上げますと、この使用前自己確認制度は第２弾で、2016年４月からの

施行を目途にということで申し上げたとおりでございますけれども、こちらのほうにリスクが比較

的低い設備については移管していくということが必要なのではないかということでございます。こ

れは事業者が自ら検査をやっていただいて、技術基準の適合性について確認、コミットいただくと、

そういう仕組みということでございまして、そちらに移管していくということが大事ではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

 次のⅱ)でございますが、主任技術者制度の運用見直しということでございます。民間自主保安

の要ということでございまして、高い専門性を有する保安人材を適切に確保していくことが不可欠

だということでございます。「とりわけ」ということでございますが、ボイラー・タービン主任技

術者とダム水路主任技術者につきまして、資格取得に実務経験を要するというところがございます。

したがって、新エネあるいは再エネ設備の急増に見合った人材の確保が困難となるという恐れがあ

るということでございまして、ご説明申し上げさせていただきましたように、今措置を検討してい

るものもございますけれども、運用合理化を含めて、これら設備の保安確保のあり方について検討

していくのが必要だろうということでございます。 

 次の16ページでございますが、電気保安基盤の高度化という観点で２点ございます。(4)でござ

いますけれども、設置者が多様化する中、事故原因を適切に分析し、これの水平展開を図っていく

という観点から、現行も電気保安関係、電気関係の報告規則に基づきます事故報告、あるいは電気
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保安統計に基づく事故報告をいただいているところでございますが、これを精緻化していくという

ことが必要ではないかということでございます。 

 現行、事故報告におきましては、影響の大きな事故について速報、さらには30日以内に詳報とい

う形で原因、さらにはその再発防止策ということを詳細に記載いただいて報告を求めているという

ことでございまして、これは、その事故について深く原因のところを分析させていただいて、水平

展開を図るということではもちろん意味があるということでございますけれども、さらに統計的な

分析なりもし得るような形に変えるということもできるのではないかということでございます。 

 「また、」のところでございますが、社会的影響の大きな事故であっても、実は電気工作物の損

壊等一定の要件に合致しないものについては、報告の対象になっていないという面がございます。

もちろん別途の報告徴収なり、その時々で考えながら対応させていただいているところでございま

すけれども、そういったケースもあるということでございます。 

 ２つ目のポツでございますけれども、新規事業者の参入を拡大するという中にありましては、事

故情報の分析・対策の水平展開は極めて重要ということでございまして、こういった情報基盤をつ

くり、その整備を進めていくということが適切ではないかということでございます。 

 次の(5)でございますけれども、電気保安人材確保の観点でございます。また、個別の設備の保

安のみならず電力システムのレジリエンスを確保するという観点から、自然災害あるいはサイバー

セキュリティ対策、これは国として積極的にきっちりと適切に対応していく必要があるということ

でございますけれども、人材の面、設備の老朽化、電気保安人材の減少という環境変化を見据えま

して、電気保安技術の高度化、ビッグデータを用いた予兆把握技術、あるいはＩＴ・ロボット等を

活用した保守点検技術ということでございますが、これをどんどんこの電気保安の分野にも取り入

れていくという取り組みが必要だろうということでございますし、先ほど来申しております電気保

安人材の減少という環境の変化を見据えますと、電気工事士の確保など、こういった点についても

国としてもきっちりと検討していくことが必要だろうということでございます。 

 次の17ページでございますが、その他電気事業法改正を踏まえた制度整備という切り口で２点と

いうことでございますが、(6)でございます。電気事業用の電気工作物及び自家用の電気工作物の

それぞれに対して、どのような規制内容を求めるかということでございまして、これにつきまして

は、この資料２の６ページのところで現状の電気保安規制の全体像ということで、事業区分別の適

用関係、電気工作物ごとの適用関係の表がございます。これの保安規程なり、あるいは主任技術者

のところ、事業用の中の電気事業用と自家用での違い、あるいは一般電気、卸と特定規模電気事業

者の違いとあるわけでございますが、発電分野に限って申し上げますと、第２弾の措置においては、
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ここが１つ発電事業という形になるということでございますけれども、どういったレベルの規模の

電気工作物に関しては、引き続き保安規程でより詳しく提出をいただくかということに関して決め

ていく必要があろうということでございます。もちろん送配電のところにつきましては、これは電

気事業というふうに整理を全てされているということでございまして、引き続き同レベルのものを

求めていくということでございますが、特に課題としてございますのは、発電事業の分野について

の要件をどうするかというようなことでございます。 

 また、３つ目のポツでございますが、電力システム改革後の事業環境において、各主体にどのよ

うなことを求めていくかという検討も進めていくということが必要だろうということでございます。

これまでの一般電気事業者、さらには卸電気事業者中心であった世界にさまざまな方が入られて市

場を形成するということでございますので、それに合ったどういったことを求めていくかというこ

とでございます。 

 最後、(7)でございますが、風力発電所の定期的な検査制度について適切なタイミングで具体化

を図る必要があるということでございまして、第３弾の閣議決定いただいた中に措置をさせていた

だいているわけでございますけれども、現在、風力発電協会におかれまして検査の頻度、検査内容、

審査方法など、これは民間独自の取り組みとしてさまざま検討いただいているというわけでござい

ますが、それもぐっと見させていただいて、適切に国としては何を求めるかというのを検討してい

く必要があろうということでございます。 

 また、溶接事業者検査につきましても、これを使用前の検査あるいは定期検査のところでその結

果について審査をするということでございますが、その具体的な範囲について検討を進めていくと

いうことが必要であろうということでございます。 

 以上、若干駆け足でもあったりしましたけれども、資料１、２の説明は以上でございます。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 非常にたくさんの内容を要領よくまとめてご説明いただきました。 

 事務局のご説明は、これまで民間の自主保安の取り組みを進めてきていただいた結果、一定の保

安水準の向上がみられるのですけれども、今後、電力システムの自由化等で発電事業者等にたくさ

んのプレイヤーが入ってくると、また再生可能エネルギーも大量に導入されてくるという環境変化

も踏まえれば、さらなる民間自主保安の拡大を行うべきではないかということではないかというふ

うに思います。 

 そういうことで、この資料、全体的な討論というのはこの電力安全小委員会でも、私もこの委員

会に参加して以来余りないことでありまして、久しぶりのこういう議論ではないかというふうに思
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います。そういう意味で皆さんに、寺澤さんからもありましたキックオフということで、ぜひ忌憚

のないご意見をたくさんいただければというふうに思います。 

 それでは、ご自由にこの件につきましてご発言いただきたいと思います。 

 内田委員からお願いいたします。 

〇内田委員  内田でございます。それでは、１点確認と１点要望をお願いしたいと思います。 

 資料２の２ページ、１．電気保安規制の見直しの必要性ということで、電力システム改革なり再

生可能エネルギーの導入拡大といった背景を踏まえて、一番下のところに、第３弾改正案のところ

に、「発電／送配電が分離（兼業禁止）。これを踏まえた保安のあり方の検討が必要」と、こうい

う表現をされております。今回の国会で審議される第３弾法案の附則の中に検証規定というのが含

まれておりまして、2020年の分離までにさまざまな検証を行って、それに伴う必要な措置を講ずる

と、こういった附則があるわけなのですけれども、この保安のあり方の検討というのは、その附則

の法律の条文に基づいた検証ではないということかと思うのですけれども、電気保安云々というの

は、その附則の中にたしか条文としてはなかったと思うので、あくまでも担当部署として全体を捉

えた検討という解釈でいいのかどうか。確認を１つお願いしたいと思います。 

 それから、１点、要望でありますけれども、電気保安、例えば公衆保安だとか作業保安と電気の

安定供給というのは、私は車でいえば両輪かと思いますので、「保安のあり方」という表記をされ

ておりますけれども、関係省庁、関係するところは、ぜひとも連携をとって対応の検討をお願いし

たいなというふうに思います。 

 例えば電力システム改革に伴う安定供給の関係ですと、ひょっとするとエネ庁の管轄かもわかり

ませんし、こちらの例えば９ページに「電気保安上の重大事故の状況」とありますが、〇の２つ目

に、いろいろ背景があって、「労働安全上の問題」と。労働安全ということになれば、厚生労働省

の管轄というふうにも読めるわけであります。電力の一貫体制で事業が行われている上における電

気の安全上の問題は、まさしくこのとおりかと思うのですが、電力システム改革を行って、それに

伴う労働安全の問題というのは、私はエネ庁も含めて全ての関係省庁が検討課題としてやるべきで

はないかなと思います。 

 公益系統運用機関というのもできるわけでありまして、指示命令系統が輻輳することによる作業

安全だとかそういった課題もあるかもわかりませんし、例えば先ほどありましたように、審議官か

らも冒頭ありましたが、分散型電源が大量に入ることによって逆潮流という課題も、懸念の材料も

あるわけでありまして、例えば無電圧であろうと思って作業者が作業する、しかしそこに充電され

ていたとか、こういった懸念材料もなきにしもあらずでありますので、ぜひとも幅広くこういった
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保安のあり方というのは、課題をいろいろピックアップして検討していただくようにお願いしたい

ということを要望させていただきます。 

 以上であります。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 最初、１点目をお願いします。 

〇渡邉電力安全課長  大きく２つのご指摘でございますけれども、１点目の検証規定のところで

ございますが、今回ここに、「これを踏まえた保安のあり方の検討が必要」と書かせていただいた

ところは、委員ご指摘のように、我々、その附則を念頭に置いて書かせていただいたということで

はございません。保安担当部署として書かせていただいたということでございまして、これは前回

あるいは前々回も委員のほうからもお話しいただいたと思いますが、システム改革に伴っての保安

についてコメントをいただいたかと思いますが、我々の認識としては、システムが変われば、変わ

ったところでちゃんと保安を確保するというのが大前提だというふうに思っておりますので、そう

いった対応をしていくということが必要だろうというふうに思っております。 

 ２点目のところでございますが、おっしゃるように安定供給の確保ということでは、例えば設備

形成をどのようにやるかというのは、最終的にはその安定供給の確保につながるということでござ

います。それに関しましては、もちろん資源エネルギー庁的な、政策的な話も当然あろうというふ

うに思っております。したがって、そういった話、さらには我々が個別の設備を見、それが波及事

故を起こさない、あるいは自分のところの設備が供給支障を起こさないというのは保安の目的にも

あるところでございまして、押さえさせていただいたように技術基準の要件としてあるということ

でございまして、毎年、設備のそういったものをきっちりと守ると。当然、相まって全体的な安定

供給というのは図られるということだろうというふうに思っております。 

 また、労働安全上の問題ということでご指摘いただいた、おっしゃるように労働安全衛生法上、

そういった作業者の方々の安全というのは守られている面もございます。ただ、我々のほうの電気

事業法の観点で申し上げますと、各設置者、事業者が出していただいている保安規程の中でも、ち

ゃんと教育なり訓練なりを行うということでございまして、かかわりはあるということでございま

す。 

 したがって、そういったところできっちりと対応するということはそのとおりだろうというふう

に思っております。電気保安ということで申し上げますと、そういう広がりがあるものということ

ですので、必要に応じて、例えば労働安全の話というようなことであれば関係省庁と話をしていく

とかということは、必要があればもちろんやっていく必要はあろうというふうに思っております。 
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〇横山委員長  それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 では、中條委員からお願いいたします。 

〇中條委員  資料２の15ページのところで少しコメントをしたいと思っているのですが、そこに

リスクに基づく規制の重点化を図りたいということが書いてある、これは非常に大賛成でございま

す。ぜひこれを進めていただきたいというふうに思っております。その上でコメントを少し、３つ

ぐらいお話をしたいと思います。 

 １つは、当然ですが、リスクに基づく重点化を図りたいといったときに、このリスクレベルはい

い、このリスクレベルはだめだという、そういう判断をしないといけないということになります。

そうしたときに、目標値があるかどうかというのは非常に大きい違いが出てくるのではないかと思

います。そういう意味で、目標値をちゃんと決めるというようなことをぜひ考えていただければと

思います。発電容量当たりの事故率というのは大体幾らぐらいを目指さないといけないのか、そこ

がはっきりすると、ここはうまくいっている、ここはうまくいってないというようなことは明確に

切り分けられるはずなので、ぜひそういうことを検討いただけないだろうかと。これはなかなか難

しいというのは十分承知しているのですが、ぜひそういうことを考えていただければということで

す。 

 ２点目は、レベルというのも大切なのですが、いわゆる改善がされているかどうか、あるいは悪

化しているかどうか。これがもう一つの大きい視点ではないかと思います。我々は、国として規制

をするということと、それから事業者の方に自主的にやってもらう、これを、バランスを考えなが

ら改善がなるべく進むようにということを考えてやっているわけですが、中には改善がうまく進ん

でないという領域があるのではないかと思います。これは、ある意味で国の規制、自主保安、ここ

のバランスが必ずしもうまくいってないということではないかと思います。そういう意味で、改善

度、悪化度という意味からみていただいたらいいのではないかなと思います。 

 一つの例としては、先ほどのデータをずっとみせていただきますと、風力などについては事業者

のほうは結構ずっと改善をしている、一方自家用のほうは、むしろずっと増加をしているというこ

とになっていますので、このあたりは規制のやり方のバランスがうまくいってないというようなこ

とになるのではないかと思うので、ぜひそういう見方をしていただいたらいいのではないかと思い

ます。 

 ３点目は、どちらかというと、今我々、事故率という形でずっとみているのですが、実は当然新

しい技術を入れることによって安く電力を供給できるという部分があるのではないかと思います。

この経済性とかコストという面も我々ウオッチをしておかないといけないのではないかと思います



- 18 - 

 

ので、そういう３点ぐらいのところをぜひ今後も検討いただければということでコメントでござい

ます。 

〇横山委員長  大変貴重なご意見、ありがとうございました。 

 何か、よろしゅうございますか。 

〇渡邉電力安全課長  ３点、本当にご指摘のとおりだというふうに思っております。きっちり踏

まえて考えていきたいというふうに思っています。 

 １点目の目標のところ、これはなかなか、先生のほうからも難しいということでございまして、

事故はなくしていく方向だというご指摘でもあろうと思います。私、説明で横ばいで推移している

と説明しましたが、それでとどまっていてはもちろんよろしくないわけだと思いますので、下げて

いくということでございます。どこまで下げればいいかという定量化はなかなか難しいなという感

じはいたしますけれども、ご指摘を踏まえて、きっちりと検討していきたいというふうに思ってお

ります。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、早田さんからお願いいたします。 

〇八代委員（早田代理）  今回、資料２で今後の電気保安のあり方をお示しいただきましたけれ

ども、この大きな方向性といたしまして、私どもも賛同させていただきたいと思っております。そ

の上で、今後具体的な検討を進めていく上で、３点ほど要望をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でございますけれども、先ほどもございました15ページでございます。(3)「各設備

の電気保安上のリスクを踏まえた見直し」ということで、ⅰ)のポツの２つ目に「使用前自己確認

制度」ということが記載をされてございます。この制度につきましては、設備の性質などの観点か

ら、保安上のリスクが低い設備について適用されるということでお伺いをしてございます。 

 一方、保安上のリスクというのは設備の性質などだけではなくて、事業者の自主保安管理体制の

整備など、事業者の保安管理のレベルにも大きく依存するのではないかというふうに考えておりま

す。 

 したがいまして、国への工事計画の届出や、使用前や定期の安全管理審査が引き続き必要とされ

ます設備のうち、自主保安の高度化の中で保安レベルが高いと評価、認定していただいた事業者の

インセンティブの一つとして、この使用前自己確認制度の適用範囲を拡大していただくことについ

ても、ぜひご検討をいただけないかということが１点目でございます。 

 ２点目でございます。ページをおめくりいただきまして16ページ、(4)ということで事故分析の

精緻化ということで記載をいただいております。今後、電気事業におきまして、資料にもございま
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したように、さまざまな業種、数多くの事業者が今後参入していくことになってございます。しか

しながら、保安というのは共通の課題でございまして、事故の未然防止のためには、事故の原因を

適切に分析して事業者間で対策の水平展開を図る、これは非常に重要なことと考えてございます。 

 まず、それに当たりましては、特に公衆保安の確保というのが非常に共通的な課題としては最重

要だと考えますので、こういうものから議論を始めていただいて、効果を確認しながら進めていた

だければと思います。以上が２点目でございます。 

 ３点目ですけれども、同じく16ページの(5)に記載いただいております、外生的・構造的課題の

解決に向けた国としての取り組みでございます。記載いただいた課題につきましては、非常に重要

と我々も受けとめておりまして、現在でも、自らさまざまな対応を行ってございます。 

 例えば、ポツの２つ目に書いていただいております設備の老朽化に対しましては、設備の劣化状

況を見きわめながら対策物量の平準化を進めたり、また、次に書いてございます電気の保安人材の

確保についても、将来の更新物量を関係会社に開示して、人材確保を確実にしていただくような間

接的な支援等も行っております。 

 これらの課題を検討するに当たりましては、ぜひ先行している私どもの取り組みと協調していた

だいて、効果的な方法について検討を進めていただければと思ってございます。 

 以上３点でございます。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 何かございますか。 

〇渡邉電力安全課長  ３点コメントいただきました。今後の検討の中で、ちゃんと踏まえて検討

を深めていきたいというふうに思っております。 

 ただ、１点目の工事計画の届け出について、リスクの低いものは使用前の自己確認制度の中にと

いう話でございますが、これについては、現行は設備のリスクに応じて工事計画の認可であるか、

あるいは届け出であるか、あるいはそうでないかというふうに整理をしております。 

 したがって、その中の１つとして使用前の自己確認制度ということでございますので、現行にお

いては、設備のリスクに応じたものということで整理をされているということだと考えます。ただ、

ご趣旨の点としては、インセンティブを何らかの形でいただけないかというのが大きな委員のコメ

ントだろうというふうに我々理解いたしますので、どういった形でどのところにどう入れられるか、

これは今後の検討課題だというふうに思っておりますので、考えていきたいということでございま

す。 

 さらに、２点目の情報基盤の整備を、電気の事故の情報をいただいて分析などを行った上でやっ
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ていき、それを展開していくということについてでございますが、どういったものは我々として把

握しないといけないかというようなこと、これも非常に大事な点だと思っています。どういう事故

から作業として始めていくのかというようなことはあろうかと思いますので、さまざまご意見をい

ただきながら進めていきたいなということでございます。 

 ３点目のところの先進的な取り組み、これもまた水平展開といいますか、ご紹介なりいただいて、

我々としてもどういった支援なりできるのか、ということもあろうかというふうに思っております

けれども、ぜひここは積極的にいろいろとご紹介なりいただければありがたいなというふうに思っ

ております。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、米沢委員のほうからお願いします。 

〇米沢委員  今の使用前自己確認制度の件なのですけれども、現在、竣工時には第三者機関が竣

工調査をしていますけれども、それにかわるものという考え方ではないのか、その辺がちょっとわ

からないのですけれども。使用前確認をやれば、第三者機関の竣工調査はなくなるという、そうい

う話ですか。 

〇渡邉電力安全課長  済みません、使用前自己確認制度は工事計画の届け出に類する話でござい

まして、自家用の電気工作物の範疇の話でございます。竣工調査は一般用の電気工作物の話でござ

いまして、それは全く違う話でございます。一般用の電気工作物に関しての竣工検査、さらに４年

に１回の定期調査、これはそのままでございます。そこにどうこうという制度ではございません。 

〇横山委員長  それでは、福長委員、そして飛田委員といきたいと思います。 

〇福長委員  忌憚のないところということなので、感想のようなことで申しわけありません。 

 この方向性、今後の電気保安のあり方について、私としては、事業者の方の自主保安というとこ

ろも含めて特に反対するということではないのですけれども、主任技術者制度というところで、小

まめな点検とか巡視というものがあって、事故というのも未然に防げているというようなことが書

かれています。将来的に人数というところも不足してくるということで、運用合理化を含めという

形で書いてありますけれども、図っていくと。そこら辺のところで、合理化といいますか、必要が

ないところとか過度に点検をしなくちゃいけない、主任技術者の方のそういうものがなくちゃいけ

ないという、そこら辺は検討しておくべきだとは思うのですけれども、合理化というところだけで

最優先をするというところは、そこら辺のところはちょっと懸念をしているというのが、素人なが

らそういうふうに思います。 

 16ページのところには、今後は「ビッグデータを用いた予兆把握技術やＩＴ・ロボット等を活用



- 21 - 

 

した保守点検技術」。人にかわるというようなことだと思いますけれども、そういうことが書かれ

ています。実際、設備というのが既にかなり老朽化していたりというようなことがあって、こうい

う保安技術の高度化を進めながら、設備の老朽化とかそういうところには対応していけるのだろう

かというようなところをちょっと疑問に思いましたので、教えていただければと思います。 

〇横山委員長  お願いいたします。 

〇渡邉電力安全課長  ２点のコメントでございますが、１点目の「主任技術者制度の運用合理

化」ということで、15ページにそういう記載がございますけれども、実は主任技術者制度につきま

しては、基本は、設置者がみずから職員あるいは役員の中から選んで置くということでございます。

それが原則ということでございますが、例えば電気主任技術者制度にありましては、外の保安を専

門にやっている法人、あるいは個人の方々にお願いしてやる道もあるというので、これが運用の合

理化ということでございまして、そのＤＳであったりＢＴであったり、実は今ないのですね。外の

法人の方にお願いしているということはございませんので、保安のレベルをここで合理化とかいう

話ではございませんで、ちゃんとプロの目でみていただくと。ただ、プロがそこにいないといけな

いか、あるいは外の方でもいいのかということで考えれば、同じプロですので、それは外の方でも

いいだろうと、そういうような措置をここでは運用合理化というふうにいわせていただいていると

いうことでございます。 

 また、設備の老朽化が進んでいるということと、保安技術に関しての高度化ということでござい

ますが、保安技術の高度化、これはこれまで予期できなかったものなりも、こういう技術を導入す

ることによって、例えば予知できるようになるとかいったことを考えております。したがって、設

備の老朽化である一定のところまでいけば、ひょっとすると破損するかもしれない、使えなくなる

かもしれないと、そういうことがあった場合にそういった技術をどんどん入れていけば、事前にど

れぐらい使えるのだろうかというようなことの予測も可能となるということでございまして、老朽

化が物として進んできているものに対して、恐らくこういう技術なりを高度化していくというのは

有効に働くのではないかなというように考えております。 

〇横山委員長  ありがとうございます。 

 それでは、飛田委員お願いいたします。 

〇飛田委員  ありがとうございます。全体的な内容につきましては、今の電力の自由化を踏まえ

てこれからどのように対処すべきかということで、さまざまなポイントを押さえていらっしゃるよ

うに拝見いたしますが、幾つか心配していることなどもございます。 

 攻めの制度設計ということは大変いいことで、前向きで積極的にやっていただきたいと思ってお
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りますが、まず１点は、資料１の２ページ目のところで、国際比較のグラフがご紹介ございました。

これによりますと、我が国は年間感電死亡者数、電気火災の件数が大変少ないと。グラフ上はその

ように読み取れまして、ご説明を伺っていると、極めて高水準であって、いい状況にあるというお

話で、このグラフそのものを受けとめる場合には、確かにそのとおりだと思うのですけれども、例

えば、資料２のほうの電気保安上の重大事故の状況のところの死亡者数にかかわるところとしては、

９ページ目でしょうか、ここで過失とか作業方法の不良ということで、従業員の方々、実際に労働

災害として起こっているものが多数を占めていたようですけれども、このような原因があり、分析

があります。 

 これと、その次のページをみますと、「ボイラー等に係る規格等の安全率」ということで、我が

国は極めて安全率が高い、国際的な整合性も必要ではないかというような流れだったと思うのです

が、このあたりをみますと、安全率を高く維持してきて、一般的にここの死亡者数と即このボイラ

ーの安全とが適合する内容ではないのですが、安全率を高くみてきたからこそ、我が国においては

安全が保たれているという見方も一方ではできるということが１つでございます。 

 それから、９ページ目の労働災害が多いということを考えますと、結局、今考えなければならな

い１つとしては、新規参入者の方々が大勢おられて、専門事業者の方の要件が問われている時期で

はないかと思います。どういう設備によるのか、それにより多少異なってくるとは思うのですけれ

ども、設置して運転して作動を行い、保守をしてそれをうまく回しながら利用を円滑に進めていく

という全体の流れを考えていった場合に、そこに従事する人たちが適切な技能をもっていかなけれ

ば、事故率も高まってきて、作業員の方の労災もふえてくるということも考えられますし、これは

社会的な波及事故にもつながるということになると思います。 

 そこで、これからこの全体を考えるときに、電気技術者の方、大変おこがましい言い方ですが、

新たに参入してくる方々を主に意識しておりますけれども、技術水準の維持、それから、もってお

られるのであれば、現状なさっておられる方々は向上を図っていただきたいということです。とい

うことは、資格のあり方なども大変重要になってくるのではないかと思いますので、その資格のあ

り方にも踏み込んだ検討をしていただきまして、今、人がなかなか集まらないからロボットを入れ

ようかというような段階にだんだん来ているのかもしれませんけれども、しかし人間の作業という

ことが最も重要でして、そういうことでは有資格者をふやす、育成するということに、今この時期

であるからこそしっかり目を向けていただければありがたいと思います。 

 例えば竣工前の検査にしても、自発的に、あるいは第三者の力をかりてと、いろいろあるかと思

いますけれども、その検査をする事業者さんそのものが余り経験のない人であったならば、何か問
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題点が見逃される可能性もあるのではないかということを心配いたします。できるだけ制約をなく

して、皆さんがやりやすくという方向は間違っていないと思うのですけれども、その辺については

十分な若葉マークに対する育成政策ということが必要だと思いますし、また技術者としての倫理の

あり方。入ってこられる方々が特に中心になるかと思いますけれども、どのような心構えをもって、

公益性のあるこういう電力の分野に入ってこられるかということをしっかり教育をしていただきま

せんと、社会の安全度が極めて低くなってしまうのではないかなと、お話を伺いながら思いました。 

 特に事業者の方が、最近、私などがお聞きしておりますところでは、ＩＳＯの認証などについて

も、適合性の認定機関そのものがある意味では独占的な体制にあるものですから、非常に高い審査

料というのでしょうか、詳細を存じませんが、何人かの方から耳にしたのは、認証機関としても新

しい分野に踏み込んでいきたいけれども、高くて、高くて、そんなにお金をかけたからといってお

客さんがつくかわからないというふうな話もあるのですね。そのお客さんといわれる方々、一般の

事業者さんも、お金がかかるからもうやめよう、外資系のところに移る、という話も伺っておりま

すので、全体の構造が、サービスや製品を提供する事業者さんの組織としてのシステムがしっかり

しているかということなども、今ちょっと心配な、揺らいでいる状況があるような気が、門外漢な

ものですから間違っているかもしれませんが、しております。 

 もう一つは、諸外国との横並び。先ほどからお話の中に、技術基準の解釈が絶対基準として扱わ

れていることなど、10ページのところでもご指摘がありましたけれども、それは確かに柔軟さを求

められていると思いますが、技術基準そのもの、そして民間規格等、私もかかわらせていただいて

きた一人でございますけれども、内容的に正確なものであるか、しっかりとした規格がつくられて

いるかどうかということを踏まえていかないと、全体的にそちらにバトンタッチをしていく場合に

は揺らいでしまうといけないと思います。バトンタッチをしてはいけないということではなく、大

勢の方々が積極的に審議に加わっておりますから、積極的に採用して新しい技術をどんどん取り入

れていく必要があると思いますし、お役所のほうも人材が大変だということを伺いますので、そう

いう意味では正確さと客観性、そういうことが求められているのではないかなと思います。ですか

ら、安全率を安易に考えてしまうと心配ですということです。 

 それから、ほかの再生可能エネルギー間の届け出等の問題については、エネルギー相互間の横並

びとともに、それぞれの特質に応じた対応をしていただく必要があるのではないかと思いますのと、

もう一点、事故情報につきましては、電気用品等につきましては、ＮＩＴＥさんが事故情報を集め

られまして、どういう原因があってどうであるかというサイクルを回して、原因の因果関係等も収

集されておられます。これも私たち消費者からみると、消費者の不注意というのが多いのがちょっ
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と気になってはおりますけれども、いずれにしても、事故情報の集め方は大変重要で、特に新規参

入組にとって、従来の集め方でいいのかどうか、わかりやすい情報の集め方と分析がしやすい状況

にして、しかも正確さを欠かないような方法をぜひご検討いただいたらいかがかなと思いながらお

話をお伺いいたしました。過剰は排するべきだと思いますけれども、しかしながら必要なものを削

ることのないように、ぜひ新しい船出に当たってはお取り組みいただけたらありがたいと思ってお

ります。 

 済みません、長くなりました。よろしくお願いいたします。 

〇横山委員長  非常に幅広くご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、簡潔にご回答をお願いします。 

〇渡邉電力安全課長  事故情報の集め方等々、いろいろ新規の方々もおられますので、必要なも

のはきっちりといただくというようなことでやっていくというのは、そのとおりだというふうに思

っております。 

 また、何点かご指摘をいただきましたが、コメントさせていただきますと、安全率のところでご

ざいましたけれども、安全率に関しての認識といたしましては、昔に比べて構造材などの品質のば

らつきというものはなくなってきていて、したがって、安全率を下げても同じ程度のレベルを維持

できるものが出てきたがゆえに、恐らくここは措置がされてきているものと認識をしております。

これでもって安全の水準が下がるとかいうことはもちろん意図しているわけではございませんし、

そうならないものだというふうに考えております。そこのトレードオフというのはないだろうとい

うふうに思っております。 

 さらに申し上げれば、今の安全水準をもちろん高めるというのが我々の考えているところでござ

いまして、重大事故の数も減らしていくというようなことだというふうに考えておりますが、どこ

までそこを追求していくかというときには、中條先生のほうからもご指摘ございましたけれども、

合理的な範囲というものもあるのかなというふうには考えております。ただ、今このレベルで重大

事故の件数、事故率、いいと思っているわけではございませんで、それは高めていくということだ

というふうに考えております。安全率についてはそういうことでございます。 

 また、基準なりの性能規定化がされていて、その主体の民間規格を取り入れていくということに

関して、実はこれまでもご説明申し上げさせていただきましたように、いろいろなところでつくっ

ていただき、それを解釈と並びで取り入れるということでございまして、それをどんどんやってい

ければということでございます。我々の反省点としましては、そういったものを機動的に取り入れ

られていなかった面があるのではないかというようなことでございまして、そこの専門家の方々が
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ご審議いただいたものについて、きっちりと対応していくということに違いはございません。その

最終的な責任といいましょうか、法規制の体系の中の話でございますので、行政機関として最後の

役割は何ら変わりがないというふうに思っております。ただ、そこは役割分担、どういう形で措置

させていただくのが一番効率的か、合理的かということを考えていきたいということでございます。 

 また、新規の方々が入ってこられる中で、ややもすると保安のところについてはおろそかになっ

てしまう、あるいは保安の人材をちゃんと確保しないようなケースというものもひょっとすると懸

念されるかもしれないというご指摘もあったかなということでございますが、これは電気事業をや

っていただく方々が保安を守っていただくというのは、大前提の大前提でございますので、この法

規制で求められたものについて、きっちりとこれはやっていただく。最低のところとしては当然そ

ういうことがあろうかと思います。 

 加えて、さまざま先進的な取り組みなり、あるいは先ほどの事故情報等もそうですけれども、そ

の分析の結果なりを幅広く共有させていただくことによって、それぞれの事業者も水準を高めると

いう活動に資することができるのではないか。そういう技術を入れれば安全も高まり、さらには事

業もやりやすくなるというインセンティブがうまく仕組めないかというのが目指すようなところで

ございまして、入ってこられる方々もちゃんと当然自らのものとして守っていただくというのはそ

うですし、仕組みとしても、ちゃんとそれを進めていただけるようなものができないかというふう

に思っております。人の面等におきましても、当然きっちりと確保していただいてやるというのが

大前提だというふうに思っております。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、宮島委員からお願いいたします。 

〇宮島委員  ありがとうございます。行政の流れですとかスピードの面からみても、いわゆる入

り口のところの形の規制から実態のところの規制にという流れは、どの分野でも、この分野でも望

ましい方向だと思います。その上で、今、課長のお話の中にもありましたように、行政が求められ

ていることは、より高度化してくるということなのかなと思います。つまり、以前だったら、いわ

ゆる入り口規制でだめといわれていた多様な対象についても認めるということは、それより先のこ

とを行政は知らなくていいわけではなくて、その状況をしっかりウオッチして状況を知っている必

要があるわけで、そこに対するウオッチというのがまず仕事としてはあると思いますし、今度新し

い人たちが入ってくるということに関しては、多分今まで考えもしなかったようなことを考える方

がいらっしゃると思います。 

 私もメディアにおりますので、聞く耳をもっているかもってないかわからない人たちに物事を浸
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透させるというのは物すごく難しいと思っておりまして、時々行政で、これは発信しましたと、通

知しましたと、だから守られているはずだというような構造で進んでいることがたまにあるのです

けれども、それは発信したら受けとめられるわけでは決してなく、それが本当に浸透し、例えば事

故情報などが共有化されたり、十分に相互に情報を持ち合うというところまでもっていくのには相

当な工夫と努力が要ると思いますので、そこを本当にぜひお願いしたいと思います。 

 特に規制に関しましては、結局のところは罰則との関係があると思います。新規事業者含めてダ

メージを与えるとか絶滅させるような罰則ではいけないけれども、この程度の罰則ならいいよとい

うふうに思われてしまったらだめなわけで、そこら辺のバランスも新しく入ってくる方々含めて、

現場の状況をよくわかってなければできないのがこうした形の行政です。今までとはちょっとステ

ージが変わるのかなと思いますので、そこは本当に、一度事故が起こると国民生活への影響が大き

いものもある分野でありますので、そこは、ぜひしっかりよろしくお願いしたいと思います。 

〇横山委員長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、勝呂委員からお願いいたします。 

〇勝呂委員  全体でみると、これは当然進んでいかなきゃいけないのではないかと思いまして、

特に16ページの「設備の老朽化、電気保安人材の減少」というのが実はキーポイントかなという気

がしています。それで、１つの流れとしていうと、私は、このインセンティブをというのが非常に

きくのではないかと思っているのですけれども、インセンティブをつけるときには、今宮島委員も

いわれましたけど、ボーナスとペナルティーが常についてくるのだということをきちっと理解をさ

せていかないといけないのではないかなと思います。 

 そういう流れの中で、例えば、設備の老朽化をリバーリングした場合にはインセンティブをつけ

るとか、そっちのほうも考えて、例えば環境にいいものをつくるとか、故障が少なくなるような機

械とか監視システムをちゃんとつくったらインセンティブをつけるとか、そっちのやり方というの

ももう一つあるのではないかなと思ったので、そのあたりをあわせて考えておくべきなのではない

かというふうに思います。 

 以上です。 

〇横山委員長  貴重なご意見ありがとうございました。 

 それでは、大分時間になりましたけれども、ほかにございますでしょうか。よろしゅうございま

しょうか。 

 皆様のご意見は大体、行政のこの取り組みの方向としては非常に好ましいものであるということ
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で、賛成のご意見がほとんどであったというふうに思います。民間の事業者さんの皆さんは、今ま

で保安水準の向上に向けてこれまでも先進的な取り組みをしていただいているということでござい

ますけれども、さらなる自主的な取り組みを進めることが重要であろうかというふうに思います。

先ほど早田さんからもありましたように、いろいろ取り組みもされているということですので、よ

ろしければ、本委員会でこの民間での事業者さんの取り組みをまたご説明する機会を設けたいと思

いますので、ぜひご協力をいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 それでは、次は議題３でございます。審議・決定事項、「多目的ダムの電気事業法の適用につい

て」ということで、資料３についてご説明をお願いします。 

〇渡邉電力安全課長  それでは、資料３でございます。「多目的ダムの電気事業法の適用につい

て」ということでございまして、これにつきましては、昨年６月24日に閣議決定されております規

制改革実施計画において決定がされております。 

 １ページの一番下のほうでございます。２．の経緯とございますが、事項名はタイトルのところ

とほぼ同様でございますが、多目的ダムにおける電気工作物規制適用の見直しということで、めく

っていただきまして２ページの一番上でございますけれども、「河川法第17条の規定に基づき、関

係者で協議して管理の方法を別に定めている場合であって、発電事業者が主たる管理者でない場合

については、要望者からのヒアリング等を行い電気事業法の手続の簡素化等を検討し結論を得

る。」ということでございます。26年度に検討・結論というのが閣議決定されていたということで

ございまして、それについて検討をさせていただきましたので、ご審議いただければということで

ございます。 

 ちょっと戻っていただきまして１．の現行制度ということでございますけれども、多目的ダムで

ございますが、治水とかかんがいとか上水道の用水等々、これは河川法の17条で、河川の管理施設

と他の工作物、相互に効用を兼ねる場合の管理の方法について、協議して決めようというようなこ

とになっております。 

 また、用水関係者等が管理を行っているダム等については、17条の協議を行う施設になっていな

い場合がありますけれども、こうした施設も協議の上、管理の方法を定めるということでございま

す。 

 図を描いておりますが、図１ですけれども、多目的ダムということで、どういうところが共同の

設備かということでございますが、赤く囲っているところでございます。それ以外のところ、導水

路から水圧管路がありまして、水車、放水路、これは発電に使われるものでございまして、これは
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電気事業法でみているということでございますが、今回の案件は共有のところの扱いの話でござい

ます。さらにいえば、発電事業者が主たる管理者ではないというようなことの扱いということでご

ざいます。 

 めくっていただきまして２ページの３．でございますけれども、河川法と電気事業法において、

同じような手続がある場合には一定の簡素化が可能だろうということで、その程度につきまして、

閣議決定に従い検討したということでございます。 

 ２つ目の〇でございますけれども、共同設備の主たる管理者が河川法の手続、26条等々ございま

す。その他の設備利用者も実は手続は必要だということでございますが、添付書類の省略等々、改

善が河川法上はあるということでございます。 

 他方、電事法では、電事法のそのままの様式で、そのままの届け出を求めているという形でござ

いまして、ここの工事計画の届け出における簡素化がなされていないということでございます。 

 したがって、この工事計画について、河川法と電事法が求める技術的要件というのは一緒という

ことでございますので、河川法同様、運用の合理化を図るということができるのではないかという

ことでございます。これは工事計画の届け出において、河川法で使われていたもの、書類について

流用することを認めてはどうかということでございます。 

 次の５つ目の〇でございますが、これはその後の検査の話でございまして、工事完成後に河川法

が求める技術的要件に適合していることを確認するため、河川法の30条でその完成検査というもの

があるわけでございますけれども、主たる管理者でない発電事業者に対しまして、電気事業法でも

使用前の自主検査等々を求めているというのが現状ということでございます。 

 「そのため」ということでございますが、６つ目の〇のところでございますけれども、河川法の

検査がきっちりと行われているということであれば、同じ技術基準を使用し安全性が確認をされて

おりますので、共同設備に関して電気事業法上の手続は必要ないというふうに、手続不要というよ

うなことが可能ではないかということでございます。 

 ただ、洪水吐きゲートの操作用予備動力設備につきましては、河川法上は要求されていないもの

でございますので、今回の運用合理化の対象外ということで、これは電気事業法上の手続をきっち

り踏んでいただく必要があるということでございます。 

 以上、ご審議いただき、よろしければ、この４．にございますようなスケジュールに従って作業

を進めさせていただければと思っております。 

 以上でございます。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご意見ありましたらお願いしたいと思います。 

 それでは、早田さんお願いいたします。 

〇八代委員（早田代理）  今のご説明にございましたように、この多目的ダムにつきましては、

河川管理者であります国交省並びに都道府県がダムの本体や洪水吐きゲードなどの工事を計画して、

設計・施工・管理から竣工検査に至るまで全てを実施されております。それにもかかわらず私ども

電力会社に対しても、通常私どもが自社で工事を行います電気工作物と同等の法令上の手続が求め

られていたということで、多大な労力を要してございました。 

 これに対しまして、今回ご提示いただきました緩和策につきましては、保安の水準は維持したま

ま、設備の管理の実態に沿った手続の簡素化ということでございまして、私どもとしては非常にあ

りがたいお話でございまして、感謝、お礼を申し上げたいと思います。ぜひこの方向性でご承認い

ただければと思ってございます。 

 以上です。 

〇横山委員長  それでは、中條委員お願いいたします。 

〇中條委員  基本的には特に何もないのですが、いつもいっていることで、またかといわれそう

なのですが、規制の緩和とかそういうことを考えるときに、リスクに対してどういう規制を考える

のかという、リスクとの対応を明確にしておくということがやはり大事ではないかというふうに思

っております。 

 そういう意味で２ページのところの真ん中あたりに、地震、洪水、水圧等のいわゆる外部起因の

リスクに対しては、多分両方でみているので大丈夫だろうという話をしていただいている。これは

非常にいいことなのですが、反面、内部起因のリスク、この部分について大丈夫かどうか、そこも

ぜひ確認をいただきたいというふうに思っています。 

 例えば、内部起因のリスクというと何だという話なのですが、建設時に間違って変な建設がやら

れてしまう、これも一つのリスクだろうと思います。多分これは両方でカバーしているのかなとい

う気もしております。 

 もう一つは、運用時に、例えば電気設備の運用が非常にまずくて火災が発生したり、いろいろな

爆発が起こってダムが崩壊する、こんな部分に関しても大丈夫なのかどうか。そのあたりのリスク

との対応関係というのを明確に整理しておいていただければ助かります。よろしくお願いいたしま

す。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 リスクのほうはいかがですか。 
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〇渡邉電力安全課長  ご指摘ごもっともだというふうに思っております。ここの手続の簡素化に

おきましては、そこのリスクについては、考えていることが電気事業法と河川法は一緒で、それの

手続の簡素化ということだと思いますので、さきの運用のところであった関係につきましては今回

措置をするということではございませんが、先生おっしゃるように、リスクをちゃんと見きわめて、

その運用が適切かどうか、電事法できっちりと今現状みておるわけでございますので、確認をして

いきたいというふうに思っております。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。――よろしゅうございましょうか。 

 それでは、この方針についてはご了承いただきましたので、事務局で検討を進めていただきたい

というふうに思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、ここから報告事項になります。資料４について、「大規模地震時の電気火災の発生抑

制策について」ということで、ご説明をお願いいたします。 

〇横手補佐  電力安全課の総括補佐をやっております横手でございます。本日の報告事項、２点

でございます。 

 １つ目は資料４でございますけれども、「大規模地震時の電気火災の発生抑制策について」とい

うことになります。本件については、経緯の２つ目の〇のところに記載させていただいております

けれども、昨年７月の本小委員会におきましても、感震ブレーカー等の普及を進める上での論点な

どをご報告させていただいたところでございます。その後、我々として効果的な普及策の立案に向

けた委託調査、アンケート調査等を実施してきたとともに、３つ目の〇になりますけれども、昨年

９月より内閣府、消防庁と一緒に、合同で「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」

というものを設置させていただきまして、その中で検討を進めてきたところでございます。 

 同検討会のほうでは、ここにありますように、①各感震ブレーカー等の性能・特徴につきまして

実証実験等を通じた評価を行いまして、これを踏まえて「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライ

ン」というものを公表させていただいているところでございます。このガイドラインについては、

資料の後ろのほうに添付させていただいておりますので、またお時間ある際にごらんいただければ

と思いますけれども、例えば実証試験の結果を踏まえまして、各感震ブレーカーのタイプごとの特

徴というものを、例えば21ページなどをごらんいただければと思いますけれども、星の形で見える

化をして、各感震ブレーカーの特徴というのを見える化をして表示をするということであるとか、

また導入上の留意点というものを、例えば、非常用の照明をしっかり準備しましょうであるとか、

そういうことを30ページ以降まとめさせていただいております。そういう意味では、一般の方々に



- 31 - 

 

もわかりやすい内容としてまとまっているのかなと思ってございます。 

 現在、その検討会のほうでは、今後の普及の方向性について検討を進めていきまして、３月９日

の検討会で報告書はおおむね了承されておりますけれども、まだ現時点では一部調整中ということ

で公表されておりません。そういう意味では、本日は、当省で行った委託調査の結果と、それを踏

まえた普及策の方向性というところ、これは我々のほうから検討会のほうで説明させていただきま

して、その内容というのは報告書におおむね盛り込まれておりますので、そういう形でご報告させ

ていただければと思います。 

 ２．の(1)で普及に係る調査ということで、まず首都圏１都３県を対象にアンケート調査をいた

しました。回答件数も少ないので、明確にいえることは余り多くなかったわけですけれども、２つ

目の〇にありますように、まだまだ認知度の低さというのがうかがえてございまして、この点の理

解を深めていかなければいけないなというところでございます。 

 また、３つ目の〇ですけれども、これは漏電ブレーカーのほうです。漏電遮断器の設置について

は、電気協会の内線規程に盛り込まれた平成２年以降で、設置率が非常に増加しているという傾向

がみられますので、こういうところも効果的なのかなということが示唆されてございます。 

 また、めくっていただきまして(2)の感震ブレーカー等の販売状況というところでございますけ

れども、我々、製造販売企業からの聞き取り調査をさせていただいた結果、もう既に販売累計とし

ては約40万個が出ているということがわかってございます。このうちの約30万個というのは、簡易

タイプの感震ブレーカーだったりするわけですけれども、そのメーカーからヒアリングしたところ

によりますと、最近地震火災の報道がふえているということで、問い合わせ数、販売数が急増して

いると。さらには、販売当初は個人での購入というのが中心でしたけれども、最近は町内会である

とかマンションであるとか、そういうある意味面的な広がりをもった主体の方からの購入というの

が主流になってきているということで、こういうちゃんと情報が伝わって認知されて、さらに簡易

タイプのような安価なものであれば、自発的に導入されていっている実態というのが多少わかって

きたということでございます。 

 さらに、その中で実際に普及に取り組んでいる自治体・自治会などにヒアリングをした結果が

(3)のところに書いてございますけれども、例えば①の横浜市では、補助制度を創設して普及に取

り組んでいるわけですけれども、昨年度は数件しか申請がなかったようですけれども、最近のマス

コミの報道というのもございましたし、あとは横浜市さんがかなりその広報に力を入れられたとい

うことで、その結果、今年度についてはもう既に422件の適用があったということでございます。 

 めくっていただいて２つ目の〇は、岡山県の真庭郡新庄村というところですけれども、ここは耐
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震改修が進んでいないという実情を踏まえまして、村のほうで補正予算を組んで、全世帯に配布を

されたという事例になります。 

 また、自治会による取り組み事例という意味では、③と④になります。１つ目③は、北区田端西

台自治会になりますけれども、これは自治会費から共同購入して、自治会の会員に対して配布をし

たという事例でございます。 

 次のさいたま市浦和区前地自治会の例は、これは自治会として広報活動を会員向けにしっかりや

って、その結果として100世帯に購入していただいたということでございます。こういう形で地域

の実情に合わせたさまざまな取り組みがなされておりまして、こういう形で面的に普及が進められ

ているということがわかってまいりました。 

 こういうことを踏まえまして、３．ですけれども、我々としましては、感震ブレーカーの導入普

及に当たっては、まずもって本件についての認知を高めていかなければならないのかなということ

を思ってございます。その際には、自治体であるとか自治会であるとか、そういう面的な広がりを

もつ主体に対して普及啓発活動をやっていく。特に木密地域が属する１都２府12県の自治体・自治

会等に対しまして重点的にやっていくということが重要なのかなというふうに思ってございます。 

 また、２つ目になりますけれども、日本電気協会の内線規程というところに位置づけるというこ

とも非常に有効と考えています。先ほど申し上げましたように、漏電遮断器については、勧告事項

として位置づけた平成２年以降で設置率が上昇してございます。ですので、特に緊急的・重点的な

普及促進が必要な地域であるそういう密集地域につきましては、こういう勧告事項として位置づけ

ていくということも望ましいのかなというふうに考えてございます。 

 ただ、その際でも、先ほど申し上げたように、照明の確保であるとか、そういう非常に重要な留

意点がございますので、そういうところについては、あわせてしっかりと周知をしていかなければ

ならないのかなと思ってございます。 

 最終的に取りまとまった報告書につきましては、また後日、委員の先生方にも共有させていただ

きたいとは思いますけれども、こういった取り組みを我々としては来年度以降しっかりと進めてい

きたいなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見ありましたらお願いしたいと思います。いかが

でしょうか。 

 では、海老塚委員お願いいたします。 
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〇海老塚委員  非常にわかりやすくガイドラインをまとめていただいて、普及に向けた進め方と

いう意味でもいいのではないかというふうに思っております。 

 その中で、まだまだ認知が足りないということでそれを進めるということと、配線や設置などの

上で留意する点もあると思いますので、内線規程に取入れるということも望ましいのではないかと

いうふうに思います。 

 特に遮断した後、地震に限らず遮断した後の復電のやり方とか確認の方法といったあたりは、停

電した直後は、非常に混乱するケースもあると思いますので、しっかり説明が必要ではないかとい

うふうに思います。 

 それから、導入については自治体が主に進めていくということですが、国としてはどういうふう

に進めるかについてお考えがあれば、確認をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇横山委員長  それでは、渡邉さんからお願いします。 

〇渡邉電力安全課長  １点目の点は非常に大事だというふうに思っております。報告書は全体の

内閣府の検討会のものの中でも位置づけられておりますし、きょう添付させていただいております

のが、２月に検討会が取りまとめた性能評価ガイドラインでございますが、この中の31ページにも、

留意事項として「復電時の安全確保について」ということで位置づけてございまして、もちろんこ

こに位置づけたらこれでいいというわけではございませんので、さまざまな広報活動の際には、き

っちり伝わるようにしていくということが大事だろうなというふうに思っております。 

 また、国としての取り組みということでございますけれども、面的な意味で、先進的な事例でご

紹介させていただいた自治体なり、あるいは自治会なりの取り組みというのが非常にキーであるの

かなというふうに思っておりまして、取り組んでおられるところはもちろん取り組んでいるのです

が、先ほど示させていただいた危険な地域、密集地域、首都直下等、あるいは南海トラフの対策法

との重なるところについて、ここの自治体の方々が全て今取り組んでいるかというと、そういうこ

とでも必ずしもないということでございますので、報告なりまとまった暁には、きっちりとまたそ

ういう説明なりしていくというのは大事かなというふうに思っております。 

 また、消防庁におかれては、各消防署との間でもちろん業務をやっているわけでございまして、

本庁の予防課長から今も通達なり出して、こういうのに取り組んでほしいということをいっていた

だいているところでございますが、そういったものの中でも、感震ブレーカーの周知については手

厚くやっていただければなというふうに思っております。 

 我々経産省のほうでは、このような取り組みを内線規程でお願い――経産省といいますか日本電
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気協会にお願いするという話でございますけれども、お願いしてやっていきたいなと思っておりま

すし、例えば内閣府のほうでは、来年度予算をとっておりまして、モデル事業というのをやってい

こうというふうに考えております。５つぐらいの地域を選んで実証をやってみようということで、

そういうことをやることによって、いろいろまた課題なりも浮かんでくれば、反映させていくとい

うことが必要かなというふうに思っております。それに限らず、さまざま関係主体、関係団体ござ

いますし、そういったところへの広報を含めあらゆる方策を考えて、最終的な目標としては電気火

災の防止でございますので、それに資する取り組みを、感震ブレーカーはもちろんですけれども、

その他も含めて取り組んでいきたいというふうに思っております。 

〇横山委員長  ほかにいかがでしょうか。――よろしゅうございましょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。事務局のほうで引き続き検討を進めていただきたい

というふうに思います。 

 それでは、続きまして、最後の議題でございます「微量ＰＣＢ含有電気工作物に係る取扱いの明

確化について」ということで、資料５のご説明をお願いいたします。 

〇横手補佐  資料５になります。「微量ＰＣＢ含有電気工作物に係る取扱いの明確化について」

ということで資料をご準備させていただいております。 

 本件につきましても、昨年７月の本小委員会において、課電循環洗浄法という方法があります、

それを検討していますという旨は、途中段階としてご報告をさせていただいたところでございます

けれども、その後の状況についてご報告させていただきます。 

 まず、１．になりますけれども、ＰＣＢというものですけれども、高い絶縁性能からトランスな

どの電気機器に使われていたわけですけれども、有害性が判明した結果、昭和50年にその製造が禁

止されるとともに、ＰＢＣ特措法に基づきまして、ＰＣＢ濃度が0.5ppmを超えるような配電機器に

つきましては、平成39年３月末までに処理をしましょうということになってございます。 

 ２つ目のパラになりますけれども、使用中の電気機器につきましては、0.5ppm超のＰＣＢを含有

することが明らかになったときとか、またはそれを廃止したとき、そういうときには、行政として

我々管理状況を把握する必要がございますので、電気事業法に基づきまして報告を求めていると。

その報告の方法などが「ＰＣＢ含有電気機器報告内規」という形で示されております。なので、本

日のご報告事項は、この内規にかかわる話ということでご認識おきいただければと思います。 

 こうしたＰＣＢ含有機器ですけれども、排出された後は、廃掃法に基づきまして特管廃棄物とし

て処理がなされるということになっていますけれども、引き続きまだまだ多くの機器が使用中とい

うことでございまして、使用中の段階から処理ということを進めていく必要があるというふうに考
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えております。 

 その方法といたしまして、先ほど申し上げた課電自然循環洗浄法というもの。これは端的に申し

上げますと、トランス内のＰＣＢ含有油をまずは１回圧流して抜いて、無害な油に取りかえた上で、

一定期間課電することによりまして、機器にこびりついた油を溶かし出して濃度を下げていくとい

う方法なわけですけれども、この適用に向けて、３．にありますように当省及び環境省、当省の中

でも電力安全課のみならず、本日もご出席いただいておりますけれども、環境指導室さんのほうに

もご協力いただきながら、学識経験者、関係産業団体等を委員とした「微量ＰＣＢ廃棄物等の適正

処理に関する研究会」というところで検討してまいりました。 

 その検討の結果を踏まえまして、先般、「微量ＰＣＢ含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順

書」というものの案を取りまとめさせていただいたところでございます。本日の資料の後ろに、そ

の手順書の案というものが添付されておりますけれども、その手順の具体的な概要については、１

枚めくっていただいた２ページ目に、フロー図という形でまとめさせていただいております。 

 まず、上の箱の中に、本手順書の対象となる機器ということで書かせていただいておりますけれ

ども、まずは、実証試験によって効果が確認できました変圧器の絶縁油の現状のＰＣＢ濃度が５

ppm以下のものであって、油の量が2,000ℓ以上の大型変圧器、これについては実証試験の結果、課

電自然循環洗浄法によって濃度が下がるということが確認されましたので、これについてまずは対

象にしているということです。 

 また、イ、ウですけれども、変圧器に附属のＬＴＣであるとか感温部、ブッシング、そういうと

ころにつきましても、同じように５ppm以下であることなどの要件を求めた上で、この手順に従っ

た洗浄というのを適用できるとしています。 

 手順フローですけれども、下のチャートのとおりなのですけれども、まず４つ目の箱のところに

ございますけれども、この工程で油を取りかえさせていただいた上で、５つ目の課電洗浄というと

ころにございますけれども、これで90日間課電することによって洗浄します。その後、菱形の部分

ですけれども、絶縁油ＰＣＢ、実際の洗浄後のＰＣＢ濃度を分析するということなのですけれども、

これは第三者機関のほうで濃度の分析をしましょうということをしっかりと手順書に書かせていた

だいておりまして、その結果、絶縁油の濃度が0.3ppm以下であれば、機器のほうも0.5ppmを下回る

ということで、安全に処理ができるであろうということで判断できるということになります。 

 その結果、処理完了となりまして、下から４つ目の箱になりますが、電事法に基づきましてＰＣ

Ｂ含有電気工作物の廃止届け出というものを出していただきまして、それが出てきたものについて

は、最後の箱になりますけれども、特管廃棄物としては扱われなくなるということでございます。 
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 ですので、この電事法の手続について、次のめくっていただいた３ページ目のところに表形式で

新旧ございますけれども、今もＰＣＢ含有電気工作物の使用をやめた際には廃止届け出というもの

を出させていただいておりますけれども、洗浄という形でＰＣＢ含有機器でなくなった場合につい

てもしっかりと報告をいただけるようにするために、今回このＰＣＢ洗浄という項目をつけさせて

いただきまして、しっかりと報告をいただくという形の内規改正をさせていただきたいと思ってい

る次第でございます。 

 この手順書（案）及び内規改正案につきましては、２月上旬よりパブリックコメントにかけさせ

ていただきまして、結果、表の下のところに書いてございますけれども、内規改正案に対する意見

は全くございませんでして、手順書（案）に対しましては意見が出てきてございますけれども、こ

こにございますように、適用範囲をもっと拡大してほしいということでありますとか、あとは、こ

ういう新油を入れた際に気泡が残留することによって絶縁性能が低下する可能性がありますので、

そういう可能性があるということをしっかりと手順書の中に注記するべきであるということでござ

いますとか、こういうある意味建設的なご意見というのをいただいているというところでございま

して、反対意見は特段みられなかったということでございます。 

 いずれにしろ、この手順書（案）そのものは、先ほど申し上げた別の検討会のほうで環境関係の

専門家の方々に入っていただいて検討しているものでございますので、そちらの先生方と相談しな

がら、適切にパブリックコメントの回答なり、あとは必要な部分の手順書の修正、そういうものは

やらせていただきますけれども、少なくとも内規改正の部分については、特段パブリックコメント

でもご意見はなかったということでございまして、我々、手順書がまとまり次第、適切に内規改正

のほうをしてまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

〇横山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問ありましたらお願いしたいと思いま

す。 

 藤冨委員、お願いいたします。 

〇藤冨委員  ご説明ありがとうございます。１点だけ質問なのですが、２ページ目のところに四

角でフロー図が描いてあって、これは油を取りかえて、洗浄して、課電して、その後オーケーにな

る基準が0.3㎎/㎏で、0.5ppmではなくて0.３ppmなのですけど、かなり安全度というか余裕をみて

いるのですけど、何で0.5でなくて0.3までしなきゃいけないのでしょうか。 

〇横手補佐  これは昨年７月の小委員会の際に、実は試験の結果のような模式図を出させていた



- 37 - 

 

だいておったのですけれども、機器にこびりついている、そういうＰＣＢをある意味薄めて、機器

そのものの濃度を下げるということなのですけれども、結果、溶け出してきたＰＣＢが新しい油に

溶け込んで、そこの濃度が0.3ppmを下回る状態になっていれば、機器のほうが確実に0.5ppmを下回

る濃度になっていると判定できるということでございまして、なので、油のほうの濃度が0.3を下

回るようにしましょうという基準になっていると、そういうことでございます。 

〇横山委員長  ほかにいかがでしょうか。――よろしゅうございましょうか。 

 それでは、引き続き事務局のほうで進めていただければというふうに思います。どうもありがと

うございました。 

 本日の用意した議題は以上でございますが、全体を通して何か委員の皆様からご意見がありまし

たらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。――ございませんでしょうか。 

 それでは、最後に事務局から連絡を、ありましたらお願いしたいと思います。 

〇渡邉電力安全課長  活発なご議論、大変ありがとうございました。 

 次回の開催時期でございますけれども、６月ごろを予定させていただいております。決定次第、

各委員には改めてご連絡申し上げます。 

 以上でございます。 

〇横山委員長  本日は、活発なご議論ありがとうございました。 

 これをもちまして本日の会議を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了――   


